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ヤ
堂
修
復
実
施
計
画
を
承
認

　
去
る
八
月
一
日
、
午
後
二
時
か
ら
、
京
都
グ
ラ
ン

ド
ホ
テ
ル
で
本
会
の
理
事
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　
白
川
理
事
長
の
導
師
で
三
帰
依
文
を
唱
和
、
理
事

長
挨
拶
に
つ
づ
い
て
、
議
長
に
白
川
理
事
長
、
議
事京都グランドホテルで開かれた理事会

録
署
名
人
に
、
細
川
子
壷
、
石
川
良
泰
の
占
師
を
選

ん
で
議
事
に
入
っ
た
。

　
議
案
「
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
マ
ヤ
堂
修
復
実
施
計
画
の

承
認
を
求
め
る
件
」

　
白
川
理
事
長
が
議
案
資
料
に
基
づ
い
て
上
程
。
久

米
原
国
際
文
化
部
長
が
七
月
二
十
二
日
か
ら
二
十
八

日
ま
で
の
ネ
パ
ー
ル
出
張
の
成
果
を
基
に
、
「
本
会

と
ル
ン
ビ
ニ
ー
開
発
ト
ラ
ス
ト
（
」
D
T
）
と
の
合

意
事
項
L
、
「
考
古
学
調
査
の
基
本
方
針
」
、
「
本
会
と

清
水
建
設
と
の
間
の
技
術
協
力
協
定
書
」
の
三
点
を

詳
細
に
説
明
し
た
。
つ
づ
い
て
剛
山
財
務
部
長
が
、

「
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
復
興
補
正
予
算
書
（
案
）
」
に
つ

い
て
説
明
し
た
。

　
活
発
な
質
疑
応
答
の
後
、
細
部
に
つ
い
て
は
、
理

事
長
及
び
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
貝
会
の
正
副
委
員
長
に
一

任
し
、
こ
れ
ら
を
一
括
承
認
し
た
。

　
最
後
に
、
国
際
文
化
部
か
ら
、
募
金
の
具
体
案
、

正
式
調
印
式
・
起
工
式
の
た
め
の
ネ
パ
ー
ル
訪
問
団

の
日
程
等
に
つ
い
て
説
明
が
行
わ
れ
た
。

報
告
事
項
、

　
各
担
当
者
よ
り
、
報
告
が
行
わ
れ
た
。

代
表
者
同
和
研
修
会

　
本
年
度
の
加
盟
団
体
代
表
者
同
和
研
修
会
が
、
左

記
の
要
領
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
同
和
推
進
部
で
は
、

参
加
者
の
お
申
込
み
を
受
け
つ
け
て
い
ま
す
。

講斜日

芥場時

参
加
費

参
加
者
締
切

十
一
月
六
日
午
後
二
～
五
時

京
都
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
「
貴
船
」

「
日
本
文
化
史
か
ら
み
た
人
権
」

　
　
岩
國
久
彌
氏
（
日
本
文
化
史
研
究

　
　
所
所
長
）

一
万
三
千
円

本
会
加
盟
団
体
の
行
政
責
任
者
、
他

＋
月
＋
五
日

日本の心を伝える
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第
五
回
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会
が
、
入
月
二
十
七
日

午
後
三
時
か
ら
、
浄
土
宗
宗
務
庁
会
議
室
で
開
催
さ

れ
た
。

　
白
川
理
事
長
、
川
井
委
員
長
挨
拶
に
つ
づ
い
て
議

事
に
入
っ
た
。

　
議
題
①
最
終
合
意
文
書
の
件

　
木
内
国
際
文
化
部
次
長
が
、
ネ
パ
ー
ル
の
ル
ン
ビ

ニ
ー
開
発
ト
ラ
ス
ト
と
の
最
終
合
意
文
書
（
英
文
）

を
説
明
、
委
員
会
と
し
て
文
書
の
内
容
を
承
認
し

た
。　
議
題
②
正
式
調
印
式
な
ら
び
に
起
工
式
の
件

浄土宗宗務庁で開かれた
第5回ルンビニー委員会

　
久
米
原
国
際
文
化
部
長
が
、
九
月
四
日
の
正
式
調

印
式
、
同
五
日
の
マ
ヤ
堂
修
復
起
工
式
の
日
程
を
詳

細
に
説
明
、
質
疑
応
答
の
後
、
こ
れ
を
承
認
し
た
。

　
議
題
③
清
水
建
設
と
の
契
約
の
件

　
久
米
原
部
長
よ
り
説
明
、
委
員
会
と
し
て
承
認
し

た
。　
議
題
④
勧
募
と
広
報
の
件

　
久
米
原
部
長
が
、
勧
善
の
現
況
を
報
告
、
今
後
の

勧
募
活
動
及
び
広
報
活
動
の
方
法
に
つ
い
て
、
委
員

会
の
見
解
を
求
め
た
。
出
席
者
よ
り
様
々
な
意
見
が

出
さ
れ
た
。

議
題
⑤
そ
の
他

　
こ
の
度
の
ネ
パ
ー
ル
訪
問
に
、
写
真
家
ダ
ン
・
フ

ァ
ー
バ
ー
氏
の
同
行
を
依
頼
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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り
迫
る

　
第
十
七
回
世
界
仏
教
徒
会
議
（
W
F
B
大
会
）

は
、
来
た
る
十
月
二
十
二
日
か
ら
、
韓
国
の
ソ
ウ
ル

市
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
韓
国
で
初
め
て
開
催
さ
れ
る
こ
の
大
会
に
、
W
F

B
日
本
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
全
日
本
仏
教
会
か
ら
は
、

春
見
文
勝
会
長
（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
管
長
）
を
は
じ

め
、
各
宗
派
．
・
都
道
府
県
仏
教
会
か
ら
、
多
数
の
代

表
者
が
出
席
す
る
予
定
で
す
。

　
世
界
各
国
の
仏
教
界
代
表
者
と
友
好
を
は
か
る
、

こ
の
意
義
あ
る
大
会
に
一
人
で
も
多
く
の
方
が
ご
参

加
下
さ
い
ま
す
よ
う
、
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

旅
行
期
間

募
集
人
員

費
　
　
用

締
め
切
り

申
込
み
先

問
い
合
せ

十
月
二
十
一
日
～
二
十
五
日

百
二
＋
名

東
京
発
　
十
五
万
四
千
円

大
阪
発
　
十
五
万
一
千
円

九
月
末
日

日
本
旅
行
池
袋
海
外
旅
行
支
店

　
〇
三
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九
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一
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一
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一
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懸
仏
国
際
文
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部
ま
で
ど
う
ぞ
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サ
ン
や
会
長
の
受
賞
式

　
七
月
二
十
五
日
、
タ
イ
の
首
都
バ
ン
コ
ク
に
お
い

て
、
サ
ン
ヤ
・
ダ
ル
マ
サ
ク
テ
ィ
世
界
仏
教
徒
連
盟

（
W
F
B
）
会
長
の
仏
教
伝
道
功
労
賞
の
受
賞
式
が

行
わ
れ
た
。

　
W
F
B
本
部
よ
り
徒
歩
で
数
分
の
距
離
に
あ
る
ホ

テ
ル
の
会
場
に
は
、
約
二
百
五
十
名
が
出
席
、
日
本

か
ら
も
白
川
良
純
本
会
理
事
長
他
約
三
十
名
が
お
祝

い
に
か
け
つ
け
た
。

受
賞
式
は
、
金
光
寿
郎
元
N
H
K
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

賞状を受けるサンやWFB会長

が
選
考
理
由
を
説
明
、
長
尾
雅
人
仏
教
伝
道
協
会
理

事
長
か
ら
サ
ン
や
会
長
へ
賞
状
と
副
賞
が
渡
さ
れ

た
。
続
い
て
白
川
理
事
長
よ
り
、
サ
ン
や
会
長
が
多

年
に
亘
り
仏
教
界
に
貢
献
さ
れ
て
き
た
旨
の
祝
辞
が

述
べ
ら
れ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
サ
ン
や
会
長
は
介
添
人
で
あ
る
ご

子
息
と
一
緒
に
元
気
な
姿
を
見
せ
、
受
賞
の
喜
び
を

謝
辞
に
こ
め
て
述
べ
ら
れ
る
と
、
会
場
よ
り
大
き
な

拍
手
が
沸
き
起
こ
っ
た
。

　
こ
の
後
式
は
、
日
本
よ
り
尺
八
の
演
奏
が
披
露
さ

れ
る
な
ど
賑
や
か
な
う
ち
に
幕
が
閉
じ
ら
れ
た
。

　　

?
泣
^
カ
比
叡
山
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
海
外
十
ヶ
国
か
ら
集
ま
る

　
中
近
東
、
ア
ジ
ア
な
ど
海
外
十
ヶ
国
の
イ
ス
ラ
ム

指
導
者
と
、
日
本
の
宗
教
指
導
者
と
が
一
同
に
会

し
、
世
界
平
和
を
語
り
合
う
初
の
「
ム
ル
福
二
比
叡

山
会
議
」
が
、
八
月
三
日
、
京
都
宝
ケ
池
プ
リ
ン
ス

ホ
テ
ル
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
翌
四
日
に
は
こ
れ
を
受
け
て
比
叡
山
上
に

お
い
て
、
「
比
叡
山
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
三
周
年
記
念

一
世
界
平
和
祈
り
の
集
い
」
が
行
わ
れ
た
。

　
こ
の
会
議
は
昭
和
六
十
二
年
八
月
、
比
叡
山
開
創

千
二
百
年
の
一
大
行
事
と
し
て
開
催
さ
れ
た
「
比
叡

山
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
」
の
精
神
を
受
け
継
い
だ
も
の

で
、
「
ム
ル
タ
カ
」
と
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
「
出
会

い
、
十
字
路
」
を
意
味
す
る
。
折
し
も
同
じ
イ
ス
ラ

ム
圏
に
属
す
る
イ
ラ
ク
軍
に
よ
る
ク
ウ
ェ
ー
ト
侵
攻
と
い

う
、
緊
迫
し
た
世
界
情
勢
の
中
で
の
会
議
と
な
っ
た
。

　
イ
ス
ラ
ム
側
側
は
、
ソ
連
か
ら
タ
ル
ガ
ト
・
タ
ジ

デ
ィ
ー
ン
欧
州
シ
ベ
リ
ア
ム
ス
リ
ム
協
議
会
議
長
、

ア
テ
ー
フ
．
エ
ベ
イ
ド
・
エ
ジ
プ
ト
大
統
領
府
官
房

長
官
、
そ
の
他
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
タ
イ
、
マ
レ
ー
シ

ア
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
か
ら
十
一
人
。
日
本
側
か

ら
山
田
恵
諦
・
天
台
座
主
、
細
川
護
貞
・
神
社
本
庁

統
領
、
庭
野
日
敬
・
立
正
書
成
会
会
長
な
ど
、
代
表

者
約
百
人
が
参
月
越
た
。

　
午
前
十
時
か
ら
行
わ
れ
た
開
会
式
で
は
、
主
催
者

代
表
の
山
田
天
台
座
主
、
イ
ス
ラ
ム
教
代
表
の
ム

サ
．
オ
マ
ル
駐
日
ス
ー
ダ
ン
大
使
等
が
挨
拶
。
続
い

て
中
村
廣
次
郎
・
東
京
大
学
教
授
が
「
イ
ス
ラ
ム
教
　
↑

と
日
本
宗
教
の
出
会
い
1
相
互
理
解
の
た
め
に
l
」

と
題
し
て
基
調
講
演
を
行
い
、
午
後
の
本
会
議
で
は

各
宗
教
代
表
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
「
平
和
へ
の

提
言
」
を
行
っ
た
。
ま
た
、
イ
ラ
ク
と
ク
ウ
ェ
ー
ト

の
両
国
政
府
に
対
し
、
武
力
紛
争
を
即
時
に
停
止

し
、
す
み
や
か
に
交
渉
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
く
こ
と
を

要
請
す
る
緊
急
決
議
文
を
採
択
、
引
き
続
き
歓
迎
レ

セ
プ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
て
一
日
の
幕
を
閉
じ
た
。

　
四
日
は
会
場
を
比
叡
山
へ
移
し
て
「
宗
教
サ
ミ
ッ

ト
三
周
年
記
念
式
典
」
が
執
り
行
わ
れ
、
前
日
の
各

宗
教
代
表
者
が
「
平
和
の
祈
り
］
を
捧
げ
、
そ
の
後

比
叡
山
ホ
テ
ル
で
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
二
日
間

の
日
程
を
終
了
し
た
。
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靖
国
神
社
公
式
参
拝
中
止
を
要
請

　
本
年
度
も
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
て
「
首
相
及

び
閣
僚
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
中
止
」
を
要
請
す
る

こ
と
が
決
ま
り
、
去
る
七
月
二
十
三
日
、
左
記
の
よ

う
な
要
請
書
が
提
出
さ
れ
た
。

　
こ
れ
は
、
本
会
が
過
去
九
回
に
わ
た
り
「
靖
国
神

社
法
案
」
、
「
靖
国
神
社
公
式
参
拝
」
に
反
対
の
声
明

を
発
表
し
て
き
た
経
緯
を
ふ
ま
え
て
、
信
教
の
自
由

に
関
す
る
委
員
会
（
安
原
晃
委
員
長
）
が
、
理
事
長

に
答
申
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
首
相
及
び
閣
僚
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
中
止
の
要

請　
本
会
は
、
過
去
九
回
に
亘
り
、
「
靖
国
神
社
法
案
」
、

首
相
及
び
閣
僚
の
「
靖
国
神
社
公
式
参
拝
」
に
対
し

て
、
反
対
の
意
志
表
明
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　
現
在
の
靖
国
神
社
が
、
特
定
の
基
準
を
も
っ
て
合

祀
の
対
象
と
し
た
戦
没
者
を
神
霊
と
し
て
祀
る
神
社

で
あ
り
、
純
然
た
る
宗
教
施
設
で
あ
る
こ
と
は
明
白

で
あ
り
ま
す
。

　
従
い
ま
し
て
、
一
宗
教
団
体
で
あ
る
靖
国
神
社
に

首
相
及
び
閣
僚
が
公
式
参
拝
を
す
る
こ
と
は
、
ど
の

よ
う
な
形
式
を
と
り
ま
し
て
も
、
憲
法
に
定
め
る

「
信
教
の
自
由
」
、
「
政
教
分
離
の
原
則
」
に
背
反
す

る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
私
達
は
、
こ
れ
ら
憲
法
の
規
定
こ
そ
、
今
日
の
平

和
な
日
本
の
礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
も
う
一
度

思
い
起
こ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
戦
没
者
の
追
悼
は
、
各
御
遺
族
が
そ
れ
ぞ
れ
に
真

実
と
仰
ぐ
宗
教
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。

　
本
年
も
、
ま
も
な
く
「
戦
没
者
を
追
悼
し
平
和
を

祈
念
す
る
日
」
が
や
っ
て
ま
い
り
ま
す
が
、
首
相
及

び
閣
僚
が
、
靖
国
神
社
へ
の
公
式
参
拝
を
行
わ
な
い

よ
う
、
強
く
要
請
い
た
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
一
九
九
〇
年
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
理
事
長
白
川
良
純

内
閣
総
理
大
臣

　
自
由
民
主
党
総
裁

　
　
海
部
俊
樹
殿

文
化
財
保
護
で
要
望
書

　
本
会
で
は
、
仏
教
文
化
財
の
保
護
を
積
極
的
に
進

め
る
た
め
、
左
記
の
よ
う
な
「
国
宝
、
重
要
文
化
財

の
保
護
対
策
の
充
実
に
つ
い
て
の
要
望
書
」
を
、
・
去

る
入
月
一
日
、
白
川
良
純
全
盲
理
事
長
名
で
、
自
由

民
主
党
文
教
部
会
、
文
教
制
度
調
査
会
、
文
教
局
へ

提
出
し
た
。

　
国
宝
、
重
要
文
化
財
の
保
護
対
策
の
充
実
に
つ
い

て
の
要
望
書

　
国
宝
、
重
要
文
化
財
は
、
我
が
国
の
歴
史
・
文
化

の
正
し
い
理
解
の
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
貴

重
な
文
化
遺
産
で
あ
り
、
永
く
子
孫
に
伝
え
て
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
私
ど
も
所
有
者
は
、
そ
の
自
覚
の
も
と
に
保
存
管

理
に
日
夜
苦
心
を
重
ね
て
お
り
ま
す
が
、
窮
迫
し
た

財
政
状
態
等
に
よ
り
保
存
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
文
化

財
保
護
に
問
題
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
つ
い
て
は
、
国
に
お
い
て
も
文
化
財
の
保
存
管
理

事
業
の
充
実
を
め
ざ
し
、
次
の
よ
う
な
各
項
目
に
つ

い
て
格
別
の
財
政
措
置
を
講
ぜ
ら
れ
る
よ
う
切
に
要

望
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
記

国
宝
、
重
要
文
化
財
の
保
護
対
策
の
充
実

　
一
、
国
宝
、
重
要
文
化
財
の
修
理
・
管
理
・
防
災

　
二
、
伝
統
的
建
造
物
群
の
整
備

　
三
、
文
化
財
保
存
施
設
の
整
備

　
四
、
伝
統
技
術
の
保
存
・
振
興

蓑
垂
細
く
局
側
録
至
ミ

　
　
一
日

　
　
三
日

　
　
四
日

　
　
七
日

　
一
七
日

二
＋
四
日

二
＋
七
日

一
八
月
一

　
理
事
会
、
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会
（
京
都
）

　
ム
ル
タ
カ
比
叡
山
会
議
出
席

　
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
三
周
年
記
念
式
典
出
席

局
内
会
議

　
1
2
・
6
宗
教
者
連
絡
会
出
席

局
内
会
議

　
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会

一5一

－
．
　
司
「

評



仏全1990年9月1日

駒
沢
大
学
教
授
　
洗

建

　
本
年
度
第
一
回
の
信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会
は
、
去
る
六
月
二
十
七
日
午
後
二
時
か
ら

明
照
会
館
会
議
室
で
開
か
れ
た
。
委
員
会
に
参
考
人
と
し
て
出
席
さ
れ
た
駒
沢
大
学
教
授
・
洗

建
氏
は
、
こ
の
た
び
の
「
大
嘗
祭
」
と
「
信
教
の
自
由
」
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
要
旨
次
の
よ

う
な
見
解
を
述
べ
ら
れ
た
。
（
文
責
編
集
部
）

　
天
皇
の
代
替
り
が
あ
っ
て
、
即
位
時
に
伝
統
的
に

行
わ
れ
て
き
た
新
嘗
祭
が
大
嘗
祭
で
あ
る
。
現
在
の

方
式
は
、
明
治
以
降
に
定
め
ら
れ
た
旧
「
皇
室
典
範
」

あ
る
い
は
「
登
極
令
」
に
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
。
現
在
の
「
皇
室
典
範
」
に
は
、
新
天
皇
の
即

位
時
に
行
う
即
位
の
礼
は
書
い
て
あ
る
が
、
大
嘗
祭

に
つ
い
て
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

　
大
嘗
祭
の
式
典
の
一
番
最
初
は
、
「
斎
田
占
定
」

で
、
悠
紀
、
準
々
二
つ
の
方
向
を
占
で
決
め
、
そ
こ

で
取
れ
た
米
を
大
嘗
祭
で
使
う
。
基
本
的
に
は
新
嘗

祭
と
同
じ
形
で
、
も
と
は
農
耕
儀
礼
に
関
わ
る
儀
式

で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
基
本
的
な
儀
礼
と
し
て
は
、
天
皇
が
自
ら
祭
司
を

つ
と
め
、
そ
の
中
心
的
な
部
分
は
側
近
と
い
え
ど
中

ま
で
は
入
ら
な
い
と
い
う
、
特
別
の
秘
儀
と
さ
れ
て

い
る
。
悠
紀
、
主
基
の
二
つ
の
神
殿
に
、
皇
祖
、
天

神
地
祇
を
招
き
、
天
皇
が
神
に
ご
飯
を
差
し
上
げ
ら

れ
、
自
ら
も
召
し
上
が
る
。
天
皇
が
神
と
共
に
、
神

人
共
食
を
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
大
嘗
祭
に
反
対
す
る
説
の
一
つ
は
、
大
嘗
祭

を
通
じ
て
天
皇
が
現
人
神
に
な
る
と
い
う
信
仰
が
あ

る
以
上
、
そ
れ
を
国
家
と
し
て
行
う
の
は
、
現
在
の

天
皇
制
の
精
神
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
解

釈
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
推
進
す
る
側
は
、
大
嘗
祭
を
通
じ
て

神
に
な
る
訳
で
は
な
く
、
む
し
ろ
大
嘗
祭
を
や
る
事

が
、
皇
室
の
伝
統
を
守
る
事
に
な
る
と
し
て
い
る
。

　
旧
「
皇
室
典
範
」
が
戦
後
改
革
さ
れ
る
時
に
、
宮

中
の
皇
室
神
道
に
関
わ
る
儀
礼
は
、
宗
教
上
の
儀
礼

で
あ
り
、
皇
室
の
私
事
で
あ
る
と
し
て
除
か
れ
た
。

現
在
の
「
皇
室
典
範
」
に
は
、
大
喪
の
礼
と
即
位
の

礼
が
、
必
ず
し
も
宗
教
的
で
は
な
い
も
の
と
見
な
さ

れ
記
さ
れ
て
い
る
。

　
昨
年
行
わ
れ
た
大
喪
の
礼
は
、
法
的
な
根
拠
に
基

づ
く
大
喪
の
礼
、
す
な
わ
ち
世
俗
的
な
宗
教
に
関
わ

ら
な
い
葬
儀
の
問
題
と
し
て
、
そ
こ
の
部
分
を
取
り

出
し
て
、
こ
れ
は
国
葬
で
あ
る
と
い
う
形
を
取
り
、

一
連
の
流
れ
は
皇
室
の
私
的
行
事
で
あ
る
と
し
て
、

伝
統
に
則
っ
て
従
来
通
ザ
の
形
が
取
ら
れ
た
。

　
今
秋
に
予
定
さ
れ
て
い
る
大
嘗
祭
に
つ
い
て
、
政

府
は
基
本
的
に
は
、
大
喪
の
礼
と
同
様
の
形
を
想
定

し
て
い
る
。
新
聞
報
道
に
よ
れ
ば
、
大
嘗
祭
は
天
皇

自
身
が
神
人
共
食
を
す
る
と
い
っ
た
、
神
道
儀
礼
が

濃
厚
で
あ
る
た
め
、
政
教
分
離
の
建
て
前
で
考
え
、

皇
室
行
事
と
す
る
が
、
一
方
こ
れ
の
公
的
性
格
を
認

め
、
宮
廷
費
で
そ
の
費
用
を
ま
か
な
う
と
の
事
で
あ
る
。

　
推
進
派
に
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
も
の
と
見
な
し
た

事
に
、
ま
た
反
対
派
に
は
宮
廷
費
で
ま
か
な
う
と
言

う
事
に
不
満
を
残
す
事
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
は
信
教
の
畠
ζ
そ
の
制
度
的
保
障
で
あ
’
＋

る
政
教
分
離
と
の
関
係
の
捉
え
方
の
違
い
に
よ
る
。

信
教
の
自
由
は
非
常
に
大
切
な
も
の
で
、
ぜ
ひ
守
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
今
日
の
世
界
に
お
い
て
、

信
教
の
自
由
を
憲
法
上
保
障
し
て
い
な
い
国
は
、
ほ

ん
の
数
え
る
ほ
ど
し
か
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
き

わ
め
て
普
遍
的
な
原
理
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
政
教
分
離
の
制
度
は
そ
れ
ほ
ど

普
遍
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

世
界
中
で
こ
の
制
度
を
取
り
入
れ
て
い
る
の
は
、
五

十
％
以
下
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
こ
の
事
に
よ
っ
て

信
教
の
自
由
は
大
切
で
あ
る
が
、
政
教
分
離
は
必
ず

し
も
必
要
で
は
な
い
と
い
う
議
論
も
存
在
す
る
。

　
信
教
の
自
由
を
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
受
け
入
れ
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始
め
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
、
は
っ
き
り
し
た
政
教

分
離
を
行
っ
て
い
な
い
国
が
多
い
。
よ
く
引
き
合
い

に
出
さ
れ
る
国
に
、
国
教
制
度
を
と
る
イ
ギ
リ
ス
が

あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
信
教
の
自
由
の
基
本
的
な
理
念

を
確
立
す
る
の
に
大
い
に
貢
献
し
た
国
で
、
こ
れ
に

よ
っ
て
国
教
制
度
を
持
ち
な
が
ら
信
教
の
自
由
を
守

る
事
が
で
き
る
の
で
は
と
い
う
議
論
が
出
て
く
る
。

確
か
に
信
教
の
自
由
と
は
、
人
間
の
基
本
的
な
人
権

の
問
題
で
あ
り
、
人
権
の
保
障
は
政
教
分
離
が
な
け

れ
ば
絶
対
に
で
き
な
い
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。

　
し
か
し
、
日
本
の
場
合
を
考
え
れ
ば
、
政
教
分
離

の
制
度
を
取
る
方
が
望
ま
し
い
と
言
え
る
。
そ
の
一

つ
の
理
由
と
し
て
、
日
本
人
は
人
権
あ
る
い
は
信
教

の
自
由
を
自
ら
勝
ち
取
っ
た
訳
で
は
な
く
、
外
国
か

ら
輸
入
し
た
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
そ
れ
は
本
来
の

意
味
で
日
本
人
の
血
肉
化
し
た
価
値
に
は
充
分
な
っ

て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
政
教
分
離
の
制
度
を
ぬ
き

洗建教授

に
し
て
、
人
権
あ
る
い
は
信
教
の
自
由
を
保
障
す
る

事
は
、
か
な
り
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
国
教
制
度
の
あ
る
国
々
で

は
、
信
教
の
自
由
と
い
う
も
の
の
保
障
の
面
、
特
に

宗
教
間
の
平
等
と
云
う
視
点
に
お
い
て
、
不
平
等
な

面
が
見
ら
れ
る
事
が
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
や
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
と
い
っ
た
国
教
制
度
を
持
っ
て
い
る
国
で
は
、

国
教
会
が
国
と
特
別
な
関
わ
り
を
持
ち
、
特
権
的
な

地
位
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
特
権
的
な
地
位
を
占
め

る
宗
教
が
あ
れ
ば
、
宗
教
間
の
競
争
は
な
く
な
る
。

信
教
の
自
由
は
、
各
宗
教
の
実
力
に
よ
っ
て
繁
栄
す

べ
き
宗
教
が
繁
栄
す
る
の
が
理
想
で
あ
り
隔
国
が
特

権
的
宗
教
を
持
つ
事
に
は
、
宗
教
間
の
不
平
等
が
あ

り
、
そ
の
意
味
で
は
信
教
の
自
由
の
保
障
と
い
う
点

で
も
充
分
で
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
政
教
分
離
の
制
度
は
、
信
教
の
自

由
を
徹
底
し
て
行
お
う
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
導
か

れ
て
く
る
制
度
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
信
教
の
自
由
と
は
ど
ん
な
内
容
を
持
つ
の
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
色
々
と
新
し
い
説
も
出
て
い
る

が
、
古
典
的
な
学
説
に
、
G
・
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
学

説
が
あ
る
。
こ
の
学
説
に
よ
れ
ば
、
信
教
の
自
由
に

は
、
信
仰
告
白
の
自
由
、
宗
教
的
礼
拝
の
自
由
、
宗

教
的
結
社
の
自
由
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
、
こ
の
三
つ

が
保
障
さ
れ
て
初
め
て
信
教
の
自
由
が
あ
る
と
す
る
。

　
信
教
の
自
由
が
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
特
に
宗
教
的
結
社
の
自
由
を
保
障
す
る
に
は
、

当
然
人
事
、
組
織
、
財
政
と
い
っ
た
面
で
、
国
の
干

渉
か
ら
自
由
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
信
教
の
自
由
は
守

れ
ず
、
そ
の
た
め
に
は
政
教
分
離
は
必
然
と
な
る
だ

ろ
う
。

　
皇
室
祭
祀
は
、
明
治
以
降
の
神
仏
分
離
に
伴
い
整

え
ち
れ
た
神
道
行
事
に
な
っ
て
い
る
。
皇
室
が
神
道

行
事
を
行
っ
て
も
、
直
接
、
誰
の
信
教
の
自
由
を
侵

す
訳
で
は
な
く
、
皇
室
行
事
を
公
的
な
も
の
と
し

て
、
国
家
行
事
と
し
て
行
っ
て
も
格
別
ど
こ
に
も
影

響
は
な
い
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
し
か
し
、
現
行
の

皇
室
祭
祀
と
神
社
祭
祀
と
が
、
明
治
以
降
同
根
の
も

の
と
し
て
整
備
さ
れ
た
以
上
、
皇
室
祭
祀
と
神
社
神

道
を
切
り
放
す
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
皇
室
祭
祀
に

国
家
行
事
と
し
て
公
的
性
格
を
持
た
せ
れ
ば
、
そ
れ
　
ト

は
そ
の
ま
ま
神
社
神
道
の
公
的
性
格
を
国
家
が
認
め

る
事
に
つ
な
が
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
皇
室
に
関
す
る
宗
教
の
問
題
は
、

公
私
の
別
を
は
っ
き
り
と
す
る
事
が
望
ま
し
い
と
考

え
る
。
大
嘗
祭
を
行
う
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
は
皇
室

の
自
由
で
あ
り
、
こ
れ
が
皇
室
の
私
事
で
あ
れ
ば
、

天
皇
の
意
志
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
費
用
が
内
廷
費
で
ま
か
な
え
な
い
な
ら

ば
、
天
皇
の
代
替
り
と
い
う
一
世
一
度
の
事
で
あ

り
、
内
廷
費
の
臨
時
増
額
措
置
は
と
れ
る
の
で
は
な

い
か
。
要
は
、
皇
室
の
私
的
行
事
と
、
公
的
行
事
の

区
別
を
明
確
に
す
る
事
が
、
政
教
分
離
の
上
か
ら
も

望
ま
し
い
と
考
え
る
。
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科学がいま金融を変える。

分析に科学を。予測に科学を。投資に科学を。

臨P晒．、
　　　　　溜

　　　　　　蕊

儀

勘や経験だけに頼る時代から、

科学手法を応用する時代へ。

いま、金融の世界は大きく変わろうとしていますも

その最先端をゆくのが山一の「情態科学」で瓠

地球をかけめぐる金融の流れは、

情輻とその分析、さらに予測により決定されま魂

山一では高度な金融二二と最新の

コンピュータテクノロジーを駆使して対応。

投資においては管理されたリスクのもとで

最大のリターンをめざしていま凱

山一の「情鞭科学」は、

さまざまな商品の開発に彼だっている他、

金融のあらゆるニーズにお応えしていますも

「情鞭科学」。これからの山一と

金融を語るキーワードですも

”一誰券
〒104東京都中央区八重洲2の4の1
　　費（03）276－3181（代表）

宗教法制研究会編 A5判上製・500頁・定価6，200円

●宗教法人をめぐる主要な法律問題212間を6章33節

　に整序し，相談形式による簡明かつ平易な回答及

　び解説を施した関係者待望の書。

●全仏顧問弁護士・長谷川正浩師をはじめ，宗教法

　制研究会会員の執筆に加えて，行政担当者等が，

　永年の研究と豊富な実務体験を踏まえて懇切に解

　漏した類書のない実務書。

発行歎民事法情報センター

暉暉へ直接，お申込みいただきますと，1割引（5，586円）になります。
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